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次 の と お り 異 議 申 立 て を し ま す 。  

  再 審 査 請 求  

 



１  異 議 申 立 て に 係 る 決 定  

以 下 の 医 療 機 関 で 行 わ れ て い る 甲 状 腺 眼 症 に 対 す

る 眼 窩 減 圧 術 が 、 社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 東 京

支 部 よ り 、健 康 保 険 Ｋ ２ ３ ５ 眼 窩 内 腫 瘍 摘 出 術（ 深

在 性 ） か ら Ｋ ２ ３ ４ 眼 窩 内 腫 瘍 摘 出 術 （ 表 在 性 ）

へ と 変 更 さ れ た 件  

 

オ キ ュ ロ フ ェ イ シ ャ ル ク リ ニ ッ ク 東 京  

（ 医 療 機 関 コ ー ド ： １ ３ １ ０ ２ ３ ５ ４ １ ６ ）  

： 東 京 都  

 

２  異 議 申 立 て に 係 る 決 定 が あ っ た こ と を 知 っ た 年 月  

令 和 ３ 年 ４ 月 ６ 日  

 

３  異 議 申 立 て の 趣 旨  

異 議 申 立 て に 係 る 決 定 の 取 り 消 し を 求 め る  

 

４  異 議 申 立 て の 理 由  

別 紙 の と お り  

 



異 議 申 立 て の 理 由  

 

（ １ ）眼 窩 減 圧 術 は 甲 状 腺 眼 症 の 眼 球 突 出 に 対 す  

る 根 治 的 な 手 術 治 療 で あ り 、 こ れ に 代 わ る  

治 療 法 は な い 。 し か し 、 近 年 、 眼 窩 減 圧 術  

の 保 険 適 用 の 範 囲 が 明 示 さ れ な い ま ま 、 保  

険 の 適 応 か ら 外 さ れ る 、 も し く は 低 い 点 数  

に 変 更 さ れ る と い う 事 態 が あ っ た 。  

こ の よ う な 事 態 に 対 し て 甲 状 腺 眼 症 の 医 療  

の 現 状 を 憂 う 患 者 が 集 ま り 、 一 般 社 団 法 人  

甲 状 腺 眼 症 の 医 療 を 前 進 さ せ る 患 者 の 会 を  

立 ち 上 げ た （ 現 会 員 数 ２ １ ４ 名 ）。  

当 患 者 の 会 か ら の 公 開 質 問 状 に 対 し て 、 社  

会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 本 部 理 事 長 及 び 東  

京 支 部 は 同 様 の 文 書 で 次 の よ う に 回 答 し て  

い る 。「 甲 状 腺 眼 症 に 対 す る 眼 窩 減 圧 術 は 、 

眼 窩 内 腫 瘍 摘 出 術 で 算 定 す る 。 そ の 場 合 、  

手 術 方 法 が 前 眼 部 か ら 眼 窩 内 に ア プ ロ ー チ  

す る 場 合 は 〈 Ｋ ２ ３ ４  眼 窩 内 腫 瘍 摘 出 術  



（ 表 在 性 ）〉で 算 定 し 、骨 を 処 理 し 眼 窩 先 端

部 付 近 ま で ア プ ロ ー チ す る 場 合 （ ク レ ー ン

ラ イ ン 法 等 ） は 〈 Ｋ ２ ３ ５  眼 窩 内 腫 瘍 摘

出 術（ 深 在 性 ）〉で 算 定 す る 。「 原 則 と し て 、

眼 窩 骨 の 一 部 を 外 し 、 眼 窩 内 に 到 達 し て 手  

術 操 作 を 実 施 し て い る 場 合 は Ｋ ２ ３ ５ 眼 窩  

内 腫 瘍 摘 出 術（ 深 在 性 ）、前 眼 部 か ら 眼 窩 骨  

と 眼 球 の 間 か ら 眼 窩 に 到 達 し 手 術 操 作 を 実  

施 し て い る 場 合 は Ｋ ２ ３ ４ 眼 窩 内 腫 瘍 摘 出  

術 （ 表 在 性 ） が 最 も 近 似 す る 手 術 と 審 査 判  

断 し た も の で す 。」。  

そ れ を 受 け て 、 当 該 医 療 機 関 で は ２ ０ ２ ０  

年 １ ２ 月 か ら オ リ ン ピ ア 眼 科 病 院（ 東 京 都 ） 

で 現 在 も 行 わ れ て い る 皮 膚 を 切 開 し て 眼 窩  

外 壁 の 切 除 を 行 う 眼 窩 減 圧 術 が 行 わ れ て い  

た 。  

 

（ ２ ） 令 和 ３ 年 ４ 月 ６ 日 、 当 該 医 療 機 関 で 行 わ れ  

て い る 甲 状 腺 眼 症 に 対 す る 眼 窩 減 圧 術 が 、

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 東 京 支 部 よ り 、



健 康 保 険 Ｋ ２ ３ ５ 眼 窩 内 腫 瘍 摘 出 術 （ 深 在

性 ） か ら Ｋ ２ ３ ４ 眼 窩 内 腫 瘍 摘 出 術 （ 表 在

性 ） へ と 変 更 さ れ た 旨 通 達 さ れ た 。  

 

（ ３ ） 上 記 の 決 定 が な さ れ た 根 拠 は 以 下 で あ る と  

さ れ た 。  

Ｂ ： 療 養 担 当 規 則 等 に 照 ら し 、 医 学 的 に 保

険 診 療 上 過 剰 ・ 重 複 と な る も の  

 

（ ４ ） し か し 、 上 項 ３ の 根 拠 は 以 下 の 理 由 に よ り 不 当  

で あ り 、 し た が っ て 東 京 支 部 に よ る 本 件 の 決 定

は 不 当 で あ る 。  

 

一 、 甲 状 腺 眼 症 に は 、 複 視 、 異 物 感 、 ド ラ イ ア イ 、 球

後 痛 、 眼 精 疲 労 、 ま ぶ し さ な ど の 症 状 が あ る 。  

そ し て 、 眼 窩 減 圧 術 は そ れ ら の 症 状 に 対 し て 効 果  

的 で あ り 、 同 手 術 の 目 的 は そ れ ら の 有 症 状 に 対 し  

て の も の で も あ る 。  

 

二 、 形 成 外 科 は 先 天 的 あ る い は 後 天 的 な 身 体 外 表 の  



醜 状 変 形 に 対 し て 、 機 能 は も と よ り 形 態 に 正 常 に  

す る こ と で 、 個 人 を 社 会 に 適 応 さ せ る 事 を 目 的 と  

す る 外 科 学 の 一 分 野 で あ り 、 甲 状 腺 眼 症 の 醜 形 に  

対 す る 形 成 外 科 学 上 の 観 点 か ら も 含 め た 治 療 は 過

剰 な も の で は な い 。  

 

三 、 当 該 医 療 機 関 で は 、 社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金  

本 部 理 事 長 及 び 東 京 支 部 か ら の 通 達 の と お り 「 眼  

窩 骨 の 一 部 を 外 し 、 眼 窩 内 に 到 達 し て 手 術 操 作 」  

が 実 施 さ れ て い た 。し か し 、そ れ に も か か わ ら ず 、  

眼 窩 減 圧 術 が「 Ｂ . 医 学 的 に 過 剰・重 複 と な る も の 」 

と さ れ 、 Ｋ ２ ３ ４ 眼 窩 内 腫 瘍 摘 出 術 （ 表 在 性 ） へ  

と 変 更 さ れ て い る 。  

 

四 、当 該 医 療 機 関 と オ リ ン ピ ア 眼 科 病 院 で は ま っ た く  

同 じ 方 法 で 眼 窩 減 圧 術 が 行 わ れ て い る 。 そ し て 、

オ リ ン ピ ア 眼 科 病 院 で は 眼 窩 減 圧 術 が K ２ ３ ５ 眼

窩 内 腫 瘍 摘 出 術 （ 深 在 性 ） で 継 続 し て 行 わ れ て い

る 。 し か し 、 当 該 医 療 機 関 で は 眼 窩 減 圧 術 が Ｋ ２



３ ４ 眼 窩 内 腫 瘍 摘 出 術 （ 表 在 性 ） へ と 変 更 さ れ て

い る 。  

 

五 、 甲 状 腺 眼 症 に 対 す る 眼 窩 減 圧 術 が Ｋ ２ ３ ５ 眼 窩 内  

腫 瘍 摘 出 術 （ 深 在 性 ） の 適 応 と な る 条 件 が 、 骨 を  

切 徐 す る こ と な の か 、 骨 を 切 除 し て 戻 す こ と な の  

か 、 皮 膚 を 切 開 し な け れ ば な ら な い の か 、 明 示 さ  

れ な い ま ま 、 当 該 医 療 機 関 の 甲 状 腺 眼 症 に 対 す る  

眼 窩 減 圧 術 が Ｋ ２ ３ ４ 眼 窩 内 腫 瘍 摘 出 術（ 表 在 性 ） 

へ と 変 更 さ れ て い る 。  

  

（ ５ ） 以 上 の よ う に 、 東 京 支 部 に よ る 本 件 の 決 定 は 保  

険 診 療 上 の 解 釈 を 誤 っ た も の で あ り 、 恣 意 的 か

つ 独 断 的 な も の で あ る 。 こ れ に よ り 甲 状 腺 眼 症

を 患 う 患 者 は 著 し く 不 当 な 扱 い を 受 け て お り 、

非 常 に 苦 し ん で い る 。 こ れ は 患 者 が 自 ら が 受 け

る 治 療 や 治 療 を 受 け る 医 療 機 関 を 選 択 す る こ と

が で き る と い う 基 本 的 人 権 の 侵 害 で あ る 。  

よ っ て 、 そ の 取 り 消 し を 求 め る た め 、 本 状 に て  

異 議 申 立 て を 行 う 。  


